
○ 「建築設計標準」は、国土交通省が設計者をはじめ、利用者、建築主、審査者、施設管理者に対して、適切な設計情報や配慮事項を提供する
バリアフリー設計のガイドラインであり、また、バリアフリー法の具体的な運用を行う際、考慮すべき参考となるようなガイドラインである。

○ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、高齢者、障害者等がより円滑にホテル又は旅館を利用できる環境整備を推進す
るため、国土交通省は、学識経験者・障害者団体・施設管理者団体・設計関係団体・地方公共団体等から構成される検討会を設置して検討を
行い、車椅子使用者用客室設置の基準見直しの反映、客室モデルのバリエーションの追加、ソフト面の工夫や共用部分の配慮事項の追加等を主
な改正内容とする「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)」を、2019年3月末にとりまとめました。

① 複数の車椅子使用者用
客室に対するニーズ

② ＢＦ客室の稼働率が低い

③ ＢＦ客室の快適性・デザ
イン性等、設計上の配慮
が必要

④ 多様なニーズ（広さ、設
備、価格等）に対応した
客室が不足

⑤ バリアフリーに配慮した
一般客室が少ない

⑥ 段差解消などの共用部
のバリアフリー化やソフト
面での対応が必要

主な改正事項

ホテル・旅館のバリアフリー化に向けた建築計画の手順・要点の充実
車椅子使用者用客室と一般客室のバリアフリー対応の水準とモデル例の見直し
客室内又は共用廊下の段差解消による車椅子使用者用客室の改修モデルの追加
開き戸又は引き戸の有効幅員等の解説の追加

３．各客室に共通する整備及びソフト面の工夫、共用部分に関する配慮事項の追加

４．新築・改修、ﾎﾃﾙ・旅館、水廻りの構成等の各特徴に応じた、多様な優良事例の追加

各客室に共通する整備及びソフト面の工夫に関する配慮事項の追加
ホテル・旅館における共用部分の配慮事項の追加

床面積2,000ｍ２以上かつ客室総数50室以上のホテル又は旅館を建築する場合に必要な
車椅子使用者用客室の設置数を「1室以上」から「建築する客室総数の１％以上」に改正

ホテル・旅館の優れた設計事例を選定し、幅広い設計情報等の提供
（積極的なバリアフリー対応の取組方法、きめ細やかな設計上の配慮事項、魅力ある施設づくり
につながるバリアフリー改修、既存建物からの用途変更に伴うバリアフリー改修等）
ソフト面も含めたバリアフリー対応が充実されている事例紹介（情報伝達手段、貸し出し等）

現状の課題

ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（追補版）の概要
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２．多様なニーズや宿泊施設の特徴に対応した客室モデルのバリエーションの追加

１．車椅子使用者用客室設置数の基準見直し（2018.10.19公布、2019.9.1施行）の反映1
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１ 車椅子使用者用客室設置数の基準見直し(2018.10.19公布、2019.9.1施行)の反映

○ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、急速な高齢化の進行、障害者差別解消法の施行、観光立国推進に
よる訪日外国人旅行者の増加等を受け、ホテル又は旅館を含む建築物の一層のバリアフリー化が求められている。

○ これらを踏まえ、床面積2,000㎡以上かつ客室総数50室以上のホテル又は旅館を建築にする場合に必要な車椅子使用者
用客室の設置数を「1室以上」から「建築する客室総数の１％以上」に改正しており、この基準見直しを追補版に反映した。

【車椅子使用者用客室の設置数（義務基準）】
○ 床面積2,000㎡以上かつ客室総数50室以上のホテル又
は旅館を建築※１する場合は、 １室以上の車椅子使用者
用客室を設ける。

改正後
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【政令改正後（２０１９年９月１日施行）】

【車椅子使用者用客室の設置数（義務基準）】
○ 床面積2,000㎡以上かつ客室総数50室以上のホテル又
は旅館を建築※１する場合は、建築する客室総数の１％
以上※２の車椅子使用者用客室を設ける。

※１：建築とは新築、増築、改築又は用途変更をいう。
※２：1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数※１：建築とは新築、増築、改築又は用途変更をいう。

※車椅子使用者用客室の基準の主な内容
・便所、浴室又はシャワー室（浴室等）を含む出入口幅を80cm以上とすること
・戸を設ける場合には、その前後に段差が無いこと
・車椅子使用者用浴室等及び車椅子使用者用便房については、手すり等を適切に配置し、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること
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多様なニーズや宿泊施設の特徴に対応した客室モデルのバリエーションの追加2

建築計画の考慮すべきポイントの充実
施設全体
○ 施設の種類（ホテル/旅館）、利用目的
（観光/滞在/ビジネス等）、立地条件
（都市/観光地）、規模、工事の内容
（新築/改修）等の条件を考慮すること

車椅子使用者用客室
○ バリアフリー対応に加え、快適性やデザイン
性に配慮した設計上の工夫を行うこと

○ 便所、浴室等、水廻り空間のバリアフリー
対応の充実（特に車椅子対応）を図ること

一般客室
○ 車椅子使用者や視覚障害者、聴覚障害
者等、多様な利用者に配慮した一般客室
の整備を行うこと

共用部分
○ 客室のバリアフリー化と同時に、これに伴い
共用部分の適切なバリアフリー整備（段差
解消等）を行うこと

ソフト面での対応
○ 多様な利用者が円滑に施設を利用できる
よう、施設管理者側がバリアフリーに関する
情報提供や人的対応・避難誘導等のソフト
面での対応を行うことを考慮した計画とする

改善・改修
○ 高齢者、障害者等が利用しやすい客室と
するための段差解消の方法や運営しながら
の改修実施の方法等を検討すること

車椅子使用者用客室 モデル例

一般客室 モデル例

車椅子使用者用客室 改修モデル例

○浴槽・洗面所・便所一体ﾀｲﾌﾟ
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改修等、困難な場合を除き
原則、75cm以上

車椅子使用者の利用に支障のない、必要
な有効幅員を確保する。なお、便所・浴室
等に至る経路が直角路となる場合には、
便所・浴室等の出入口付近における通路
の有効幅員は100cm以上とする。

車椅子使用者が円滑に利用できるよう、十分な有効幅
員を確保する。なお、便所・浴室等に至る経路が直角路
となる場合には、便所・浴室等の出入口付近における通
路の有効幅員は100cm以上とする。

手すりを適切に設置

手すりを
適切に設置

【浴室又はシャワー室の例】

【便所・浴室又はシャワー室のバリエーション例】

○シャワー室・洗面所・
便所一体ﾀｲﾌﾟ

車椅子使用者が360°回転又は180°回転
（方向転換）するために必要なスペース
（直径150cm以上又は140cm以上x140cm以上）

：主な改正内容（追加・見直し）

施設全体

車椅子使用者用客室

一般客室

共用部分

ソフト面での対応

改善・改修

○洗い場付き浴室タイプ

〇シャワー室〇浴室

●客室内に傾斜路を設置し、
客室全体の床を高くする

●客室内の便所・浴室又はシャワー室
手前に傾斜路を設置する【改善前】段差あり 【改善後】

●客室外の廊下に傾斜路を設置し、
客室全体の床を高くする

壁排水

○シャワー室独立タイプ○シャワー室・便房
一体ﾀｲﾌﾟ



各客室に共通する整備及びソフト面の工夫、共用部分に関する配慮事項の追加３

主な改正内容：整備対象となる客室の明確化、施設管理者、設計者が知っておくべきソフト面の工夫や実例紹介の充実

① 各客室に共通する整備 整備対象:全ての客室

③‐1 ソフト面の工夫（情報提供とコミュニケーション）

② ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄの両面による情報伝達設備 貸し出し対象:全ての客室

③‐2 ソフト面の工夫（備品の対応、貸し出し）

・数字と背景の色の組み合わせを
工夫した、浮き文字による室番
号表示

●浮き彫り文字の室名表示等

字幕ボタン

テレビリモコンの字幕ボタン例

●字幕表示が可能なテレビのリモコン
 

緊急ニュースをお知らせします 

〇〇 
news 

字幕放送のイメージ

対象者 必要な人的配置
情報提供とコミュニケーション方法の望ましい例

共通
・利用者特性やニーズを十分に理解する
・積極的な声かけによりコミュニケーションを図る
・ﾋﾞｭｯﾌｪ式(食事)の場合、食べ物の提供ｻﾎﾟｰﾄ等

高齢者、
肢体不自由者等

・貸し出し車椅子の用意、貸し出し車椅子の全幅、
客室の各出入口の有効幅員の把握 等

視覚・聴覚障害
者等 共通

・停電・非常時の対応策、情報伝達手段及び
避難誘導についての事前説明 等

視覚障害者等 ・点字による利用案内 等
聴覚障害者等 ・筆談ボード等でのコミュニケーション対応 等

知的・発達・
精神障害者等

・筆談ボードのほか、絵(図)記号等による支援
ボード等でのコミュニケーション対応
・食事の提供は、部屋食又は個室対応も配慮 等

（貸し出し備品）
文字又は絵の表示
（貸し出し備品）

客室の戸のノック音又は呼出音♪

火災報知器（感知音）♪

電話、ファクシミリ、メール（着信音）♪
カサイ‼

フラッシュ
（貸し出し備品）

振動
（貸し出し備品）

音センサー(発信機）

ペアリング
された受信機

情報伝達

（貸し出し備品）

（貸し出し備品）

フラッシュ
（施設整備:壁等に設置）客室の呼出ボタン、火災報知器♪

※客室を聴覚障害者モードに切替える

（施設整備で常設する場合）
施設整備の発信から備品で情報伝達

送信

信号

送信

聴覚障害者等

客室ドアのノック又は呼出しや火災報知器、電話・携帯メール等の各箇所に発信
機を設置し、感知した情報を受信機が受け取り、フラッシュ光・文字又は絵表示等
の視覚情報や振動等の体感情報により情報伝達する。

④ 情報提供の実施と利用者ニーズの蓄積
・ホテル又は旅館のバリアフリー化には、施設等についてのハード面の整備のみならず、
施設管理者が利用者に対して必要な情報を適切に提供することが必要である。

●特に重点的に情報提供をすることが望ましい項目
・予約時のサービス・情報提供（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの施設情報、Web予約システム、複数の連絡手段等）
・車椅子使用者用客室・一般客室の部屋数、室面積、間取り図、出入口幅
・貸し出し備品（車椅子、入浴備品、情報伝達設備等）、非常時の避難関連
・従業員のコミュニケーション手段（外国語対応、筆談・手話対応、メール対応等）

・段差解消のための据置きスロープ ・入浴用椅子 ・入浴台、滑り止めマット
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【設置前】 【設置後】



設計事例集

新築・改修、ﾎﾃﾙ・旅館、水廻りの構成等の各特徴に応じた、多様な優良事例の追加４

ハード面とソフト面（貸し出し、有資格者の配置等）を兼ね備えたユニ
バーサルサービスの充実を図った、京都駅直結型シティホテル
【ホテルグランヴィア京都（1997年竣工・2007～9年改修・2017年～20年改修）】

○ 建築主や設計者等が個々のプロジェクトの企画・設計・施設管理をまとめるにあたり、設計事例を参考に活用できるよう、様々な特
徴あるホテル又は旅館について事例調査を行い、建築物全体としてバリアフリー対応の優れた事例を選定し、バリアフリー対応の取組
方法、きめ細やかな設計上の配慮事項、魅力ある施設づくりにつながるバリアフリー改修等について、「設計事例集」にとりまとめた。

○ 建築物の一部分のバリアフリー対応がなされている設計事例は、設計標準の各項目において掲載している。

複数回にわたる改修により、客室及び共用部のバリアフリー化
を図った和風旅館 【ホテル はつはな（1993年竣工→2005年等改修】

フロント・カウンター

移乗台・手すりがある浴室
（ひのき風呂付和洋室客室）

ビューバス付き和洋室客室

貸出し備品（バスボード、シャワーチェア、屋内信号装置等）

P13
フラッ
シュ

バリアフリー対応の共用空間や洗練され、落ち着きのあるデザインの
アクセシブルルーム（車椅子使用者用客室）を提供するホテル

【ダイワロイネットホテル銀座（2015年新築）】

既存事務所ﾋﾞﾙからの用途変更に伴い、車椅子使用者客室を整備
したホテル 【RAKURO京都（1986年・1990年竣工→2018年改修） 】

車椅子使用者用客室内部 便所・浴室一体タイプ（壁仕上:タイル張り）

図面

共用廊下のスロープ設置により段差解消
（車椅子使用者用客室内のフラット化）

洗い場付き浴室タイプ
（便房・脱衣室内で回転スペース確保）

車椅子使用者用客室

洗い場付
浴室

傾斜路
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第3回検討会資料２
P７上段 右の写真を
入れてください

第3回検討会資料２
P6下段 左の写真を
入れてください

車椅子使用
者用客室


